
令和5年度第3回環境審議会

路上喫煙禁止条例
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環境保全課保全係
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１．条例制定の目的 ２．条例制定の背景

・「改正健康増進法」及び「東京都受動喫煙防止条例」の
全面施行
→喫煙を行う際、周囲への配慮を義務付け

・日野市議会において「分煙環境整備に関する請願」を採択

・多摩２６市中、２０市がたばこに関する条例を制定
・環境保全課への路上喫煙による苦情・相談件数の増加

目 的

令和２年
４月１日

令和３年
１２月

令和５年
１２月３１日
現在

背 景
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３．条例の主な内容

〈第3条～第6条〉責務の規定

市の責務

• 路上喫煙による受動喫煙の危険の防止に関する施策の実施

• 喫煙マナー向上のための情報発信等啓発の実施

市民の責務

• 市の実施するたばこに関する施策への協力

事業者の責務

• 市の実施するたばこに関する施策の重要性を認識し、市と連携した関連施策実施（努力義務）

喫煙者の責務

• 歩行喫煙及びたばこのポイ捨ての禁止

• 路上喫煙する際の周囲への配慮
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３．条例の主な内容

〈第7条〉日野市内全域における歩行喫煙の禁止

〈第8条、第9条〉路上喫煙禁止地区の指定及び路上喫煙の禁止
※喫煙所整備完了後、路上喫煙禁止地区を指定する。
主要駅3駅（日野駅・豊田駅・高幡不動駅）を想定。

【路上喫煙】
道路、公園、広場その他公共の用に供されている場所でたばこを吸うこと、
または火のついたたばこを所持していること。

【路上喫煙禁止地区】
不特定多数の人が利用し、路上喫煙が危険であると認められる地区のこと。

【歩行喫煙】
道路等において、歩きながら若しくは自転車、原動機付自転車等で走行し
ながら、たばこを吸うこと又は火の付いたたばこを所持していること。
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３．条例の主な内容

〈第10条、第11条〉指導・命令・過料処分の設定

【指導】

禁止地区において路上喫煙を行った者
に必要な指導を行う。

【命令】

指導に従わない者に対して必要な措置
を命じることができる（喫煙の中止等）。

【過料】

命令に違反した者に対して２万円以下
の過料を科すことができる。
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４．条例制定に伴い見込まれる効果

• 歩行喫煙及び
路上喫煙によ
る受動喫煙の
減少

• ポイ捨てによる
景観悪化、たば
この臭い等の困
りごとの抑制

• ポイ捨てに起因
する火事、歩行
喫煙に起因する
事件事故の予防

日野市路上喫煙
禁止条例の制定
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５．今後のスケジュール（予定）

令和6年4月 パブリックコメントの実施、
禁止地区近隣説明会

令和6年5月 日野駅に喫煙所工事開始

令和6年9月 議案上程

令和6年11月 日野駅に喫煙所竣工、開設

令和7年1月 条例施行
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「喫煙に関するアンケート結果」

目的：たばこ対策に関する市民の意識を把握し、今後
の施策の参考にする。

期間：令和5年12月18日～令和6年1月15日

対象：市民、日野市を利用する者

調査方法：オンライン、調査票提出（紙）

回答：911件
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「喫煙に関するアンケート結果」

187人

（ 20%）

215人

（ 24%）

157人

（17%）

352人

（39%）

あなたはたばこを吸いますか（加熱式たばこを含む）。

吸っている 187人（20％）

以前は吸っていたが現在は吸わな

い 215人（24％）

吸わない 157人（17％）

吸ったことはない 352人（39％）
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「喫煙に関するアンケート結果」

614人

（ 67%）

297人

（ 33%）

一年以内に受動喫煙の被害を受けたことはありますか。

ある 614人（67％）

ない 297人（33％）
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「喫煙に関するアンケート結果」

148人

（ 10%）

98人

（ 7%）
46人

（3%）

108人

（8%）

45人

（ 3%）

93人

（ 7%）

10人

（ 1%）
4人

（ 0%）

522人

（37%）

301人

（21%）

49人

（3%）

あると回答された方にお聞きします。その場所はどこです

か（複数回答可）。
飲食店 148人（10％）

コンビニ・スーパー等 98人（7％）

娯楽施設 46人（3％）

駅 108人（8％）

自宅（室内） 45人（3％）

自宅（室外） 93人（7％）

公民館等 10人（1％）

体育施設 4人（0％）

路上 522人（37％）

喫煙所の周辺 301人（21％）

その他 49人（3％）
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「喫煙に関するアンケート結果」

400人

（ 20%）

411人

（ 20%）

482人

（23%）

555人

（27%）

132人

（ 6%）

3人

（ 0%）

73人

（ 4%）

行政の行うたばこ対策について、どのようなことに力を入れてほ

しいと思いますか（複数回答可）。

たばこの健康影響についての普及啓発活動

400人（20％）

未成年者に対する、たばこの健康影響に関する

教育の充実 411人（20％）

公衆喫煙所の設置 482人（23％）

受動喫煙を防止するための条例制定 555人

（27％）

禁煙外来での治療費助成 132人（6％）

特になし 3人（0％）

その他 73人（4％）
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「喫煙に関するアンケート結果」

706人

（ 78%）

14人

（ 1%）

173人

（19%）

17人

（2%）

Q4. あると回答された方にお聞きします。その場所はどこです

か（複数回答可）。

【非喫煙者】受け入れる 706人（78％）

【非喫煙者】受け入れられない 14人

（1％）

【喫煙者】禁止事項を受入れ、ルールを

守って喫煙をする 173人（19％）

【喫煙者】受け入れられないので引き続

き路上喫煙、歩行喫煙をする 17人

（2％）


